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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
挿通孔（２）及び排水が流入する排水口（３）を有するエルボ部材（１）と、
前記排水口（３）を開閉する弁体（４）と、
該弁体（４）の開閉を操作する操作部（５）と、
操作部（５）が取り付けられる取付孔と、
該操作部（５）と前記挿通孔（２）とを施工に最低限必要となる長さとなるように連通す
る中空のチューブ管（６）と、
該チューブ管（６）内を挿通して、前記操作部（５）と前記弁体（４）とに接続され、前
記操作部（５）に加えられた動作を前記弁体（４）に伝達する、施工後にはあそび長さが
ほとんど生じないレリースワイヤ（７）と、
から成る遠隔操作式排水栓装置において、
操作部（５）を、
取付孔に取付固定されて、レリースワイヤ（７）の一端が接続される、筒形状であって、
少なくとも施工に最低限必要となる長さのスイッチガイド（８）と、
チューブ管（６）の一端が接続され、スイッチガイド（８）が取付孔に固定された状態で
該スイッチガイド（８）の下端から軸方向上方に進退自在に配置される接続管（２０）と
、
から構成し、
前記スイッチガイド（８）と接続管（２０）とを、接続管を上方に進行させた際にレリー
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スワイヤの排水口からの飛び出し長さが長くなり、また接続管を下方に進行させた際にレ
リースワイヤ（７）が遠隔操作式排水栓装置の作動に適切となる長さ位置で固定する構成
としたことを特徴とする遠隔操作式排水栓装置。
【請求項２】
　上記記載の遠隔操作式排水栓装置において、
前記スイッチガイド（８）と前記接続管（２０）は係合固定されることを特徴とする請求
項１に記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項３】
　上記記載の遠隔操作式排水栓装置において、
前記スイッチガイド（８）と前記接続管（２０）はねじによって螺合固定されることを特
徴とする請求項１に記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項４】
　上記記載の遠隔操作式排水栓装置において、遠隔操作式排水栓装置を取り付けた排水機
器に、前記スイッチガイド（８）と接続管（２０）との
固定又は固定解除を施すための、作業窓を開口したことを特徴とする請求項１乃至請求項
３のいずれか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項５】
　上記記載の遠隔操作式排水栓装置において、
前記作業窓を浴槽（Ｂ）に取り付けられるエプロン部（２３）としたことを特徴とする請
求項４に記載の遠隔操作式排水栓装置。
【請求項６】
上記遠隔操作式排水栓装置の施工方法であって、
施工前の状態では排水口から引き出すことが出来るレリースワイヤの長さもごくわずかで
あって、
チューブ管（６）が接続された接続管（２０）を、スイッチガイド（８）の下端から軸方
向上方に引き上げることで、接続管（２０）をスイッチガイド（８）下端から上方に引き
上げた分だけ排水栓本体（１５）の排水口（３）から長く飛び出させてレリースワイヤ（
７）端部の接続作業を行い、
接続管（２０）をスイッチガイド（８）の軸方向下方に引き下げて、スイッチガイド（８
）と接続管（２０）とを、チューブ管（６）の接続管（２０）から挿通孔（２）までの長
さが施工に最低限必要となる長さとなる位置となるように接続固定して、
遠隔操作式排水栓装置の取り付けを完了することを特徴とする請求項１乃至請求項５のい
ずれか１つに記載の遠隔操作式排水栓装置の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗面器、浴槽等の槽体の排水口の開閉を遠隔操作する、遠隔操作式排水栓装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来よく知られた、浴槽に取り付けられる遠隔操作式排水栓装置としては、例えば図１
に示した浴槽において、図５に示した操作部を採用したものがある。以下に図５に示した
操作部を用いた遠隔操作式排水装置の従来例を、図面を参照しつつ説明する。
図５に図示した操作部を採用した従来例の遠隔操作式排水栓装置は、以下に記載した排水
栓本体、弁体、弁支持部材、レリースワイヤ、操作部、エルボ部材、チューブ管、より構
成されてなる。
排水栓本体は、内部に排水口を形成する略円筒形状であって、その外側面に雄ねじを備え
て成る。
弁体は、上記排水口を閉口する弁蓋と、該弁蓋の中心より下方に向けて垂下された弁軸よ
り成る。
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弁支持部材は、排水口内に収納固定される部材であって、弁軸を収納するとともに、その
後端にレリースワイヤを接続する軸受部を備えてなり、該弁支持部材を介してレリースワ
イヤと弁体が接続される。
レリースワイヤは、可撓性を備えた中空のアウターチューブと、該アウターチューブの内
面を軸方向に滑動するインナーワイヤと、インナーワイヤの一方の端部に備えられ、弁支
持部材に接続された際に上記弁体の弁軸の直下に配置されるピン部（図示せず）と、から
成る。
操作部は、以下に記載するスイッチガイドと、操作ボタンと、機構部としてのスラストロ
ック部材と、から成る。
スイッチガイドは、円筒形状にして内面に段部を備えてなり、更にその内部に、上方から
順に操作スイッチ、スラストロック部材を収納してなる。
操作ボタンは、使用者がこれを手で押しこむことによって、その駆動をレリースワイヤへ
伝達するための部品であり、下部はスラストロック部材の動作軸に取り付け固定されてな
る。
スラストロック機構は、その外側面上方に、周縁に沿ってスイッチガイドの段部に係止さ
れる段部を備えるとともに、その中心に、前記操作ボタンの押しこみ操作毎に前進（降下
）して固定／固定を解除しレリースワイヤのインナーワイヤに付勢されて後退（上昇）、
を繰り返す動作軸を備えてなる。
エルボ部材は、排水栓本体の雄ねじと螺合する雌ねじを設けた開口部、前記排水口から流
れ込む排水を下水側に排出するための排出口、及びレリースワイヤを相通する挿通孔を備
えて成る。
チューブ管は、筒状にして軸方向には剛性を、また側面方向には可撓性を備えた中空の部
材であって、一方の端部は前記操作部のスイッチガイド下端外周面に、他端はエルボ部材
の挿通孔にそれぞれ水密的に接続され、内部にはレリースワイヤが挿通されてなる。
【０００３】
　上記のように構成した遠隔操作式排水栓装置を図１に図示した浴槽に取り付ける場合、
まず、浴槽等に設けた取着孔の周縁を介して排水栓本体とエルボ部材を螺合させ、取着孔
に排水栓本体を取り付ける。
次に、浴槽上縁部に設けられた取付孔に、操作部のスイッチガイドを取り付け固定し、更
にスイッチガイドの下端と前記エルボ部材の挿通孔とを、前記チューブ管を介して水密的
に接続する。
更にレリースワイヤを、スラストロック部材に接続した上で、ピン部側からスイッチガイ
ドに、スラストロック部材の鍔部がスイッチガイドの段部上に係止するまで挿入すると、
ピン部はチューブ管、接続孔を介し、エルボ部材内に挿通される。更に浴槽の上方側から
、エルボ部材内に配置しているレリースワイヤのピン部を、排水口を通してペンチなどで
浴槽側へ引き上げる。
この状態より、レリースワイヤのピン部側の端部を弁支持部材の軸受部下端に接続し、更
に弁支持部材を排水口内に取り付け固定する。その後、弁体の弁軸を弁支持部材の軸受部
内に収納して、レリースワイヤのピン部の先端が弁体の直下となるように配置することで
遠隔操作式排水栓装置の取り付けが完了する。
【０００４】
　上記従来例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、まず操作部の操作ボタンに操作を
加えて弁体が排水口を閉口した状態、即ちレリースワイヤのインナーワイヤが操作部側に
後退して、ピン部が降下した状態とする。この状態より操作ボタンに操作を加えて、イン
ナーワイヤを排水口側に前進させると、インナーワイヤ先端のピン部が上昇して直上にあ
る弁体の弁軸下端を押上げ、それに伴って弁蓋が上昇して排水口を開口する。この開口状
態は操作部に備えたスラストロック機構によって維持される。この状態より操作ボタンに
操作を加えてスラストロック機構の維持状態を解除すると、インナーワイヤが操作部側に
後退し、ピン部が下降するため、ピン部に押し上げられていた弁体も降下して排水口を閉
口する。以後この操作を繰り返すことで排水口の開閉を自在に操作することができる。
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【特許文献１】特願２００１－２７５６４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記したような遠隔操作式排水栓装置においては、以下の作用を得る為に操作部とエル
ボ部材との間にチューブ管を介して接続されている。
１－１．前記操作部内に侵入した排水をチューブ管を通して直接エルボ部材から下水側へ
排水することができ、浴槽下に垂れ流しにならず浴槽下が汚れることが無い。
１－２．上記の遠隔操作式排水栓装置の施工の際や、メンテナンスの際に、チューブ管が
レリースワイヤの案内通路となるので、円滑にレリースワイヤをエルボ部材側まで案内で
き、狭い浴槽下などにもぐりこむことなく作業することが出来る。これは特に浴槽一式の
施工が終了し、防水パンや浴槽の裏側から作業を行うことが出来ないメンテナンス時に効
果的である。
１－３．レリースワイヤがチューブ管によって保護されるので、施工時にレリースワイヤ
の損傷を防ぐことが出来る。
【０００６】
　ところで、このスイッチガイド、チューブ管、エルボ部材の長さによって決定される、
施工に最低限必要となる長さ（以後、単に「必要長さ」と記載）に対して、レリースワイ
ヤが短かすぎると当然操作部からエルボ部材側までの間をレリースワイヤで接続出来ない
し、レリースワイヤが長すぎると余分な長さのレリースワイヤがチューブ管内でねじれた
り、無理な曲がり方をしてレリースワイヤを破損させてしまう、といった問題がある。
このような理由から、通常遠隔操作式排水栓装置のレリースワイヤは、必要長さ以上の余
分な長さ分（以下、単に「あそび長さ」と記載）がほとんど生じないように寸法調整を行
っている。
【０００７】
　一方で上記のような遠隔操作式排水栓装置においては、レリースワイヤを弁支持部材に
接続する際に、浴槽上方の排水口から浴槽内に一旦レリースワイヤを引き上げて、レリー
スワイヤのピン部側端部を弁支持部材に接続する必要があり、この場合にはあそび長さが
長い方がレリースワイヤの浴槽内への飛び出し長さも長くなり、施工が容易となる。
しかし、前記段落０００６に記載したように、実際にはレリースワイヤにはあそび長さが
ほとんどないため、排水口から引き出すことが出来るレリースワイヤの長さもごくわずか
であり、この接続作業の作業者は浴槽の中に身を乗り出して浴槽の底とレリースワイヤの
飛び出しのわずかな隙間で作業を行わなければならず、大変施工作業が不便であった。ま
た、この困難さから、作業者がレリースワイヤを無理に引っ張り出そうとして過大な引っ
張り力を加えてしまうことが、レリースワイヤの損傷の一因となっていた。
【０００８】
　また、スラストロック機構とレリースワイヤは、どちらかが破損した際に、破損した部
材のみの交換で済むように別々の部材で構成されているが、取付の際にスラストロック機
構の動作軸とレリースワイヤのインナーワイヤを正しく接続しないと、施工不良となって
インナーワイヤが正しく動作せず、遠隔操作式排水装置が誤作動してしまう、といった問
題も発生していた。
【０００９】
　また、スラストロック機構とレリースワイヤのインナーワイヤとは互いにねじによって
接続されているが、操作ボタンの動作による振動からねじがゆるみ、スラストロック部材
からレリースワイヤが脱落して故障を生じることがあった。
【００１０】
　また、操作ボタンから排水が流入した場合に、前記したようにスイッチガイドとスラス
トロック部材はスイッチガイドの内側面と、スラストロック部材の外側面との間に隙間が
ほとんどないため、操作部内に流入した排水は、スラストロック部材内部を通過してエル
ボ部材側へと排水していた。このため、内部の動作軸などの動作を行う部分に排水が流入
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して排水中の汚濁物質が付着し、故障や誤作動の原因となっていた。
【００１１】
　本発明は上記のような問題を解決するために発明されたものであって、
２－１．遠隔操作式排水栓装置の取り付け作業の作業性を向上させ、レリースワイヤの損
傷や挫屈を防止する、
２－２．機構部からレリースワイヤの脱落防止、
２－３．機構部の排水流入による機構部自体の故障、誤作動防止、を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明は、挿通孔（２）及び排水が流入する排水口（３）を有するエルボ部材（１）と、
前記排水口（３）を開閉する弁体（４）と、該弁体（４）の開閉を操作する操作部（５）
と、操作部（５）が取り付けられる取付孔と、該操作部（５）と前記挿通孔（２）とを施
工に最低限必要となる長さとなるように連通する中空のチューブ管（６）と、該チューブ
管（６）内を挿通して、前記操作部（５）と前記弁体（４）とに接続され、前記操作部（
５）に加えられた動作を前記弁体（４）に伝達する、あそび長さがほとんど生じないレリ
ースワイヤ（７）と、から成る遠隔操作式排水栓装置において、操作部（５）を、取付孔
に取付固定されて、レリースワイヤ（７）の一端が接続される、筒形状であって、少なく
とも施工に最低限必要となる長さのスイッチガイド（８）と、チューブ管（６）の一端が
接続され、該スイッチガイド（８）の軸方向下端から上方に進退自在に配置される接続管
（２０）と、から構成し、前記スイッチガイド（８）と接続管（２０）とを、接続管を上
方に進行させた際にレリースワイヤの排水口からの飛び出し長さが長くなり、また接続管
を下方に進行させた際にレリースワイヤ（７）が遠隔操作式排水栓装置の作動に適切とな
る長さ位置で係合固定する構成としたことを特徴とする遠隔操作式排水栓装置である。
【００１３】
　本発明は、上記記載の遠隔操作式排水栓装置において、前記スイッチガイド（８）と前
記接続管（２０）は係合固定されることを特徴とする上記段落００１２に記載の遠隔操作
式排水栓装置である。
【００１４】
　本発明は、上記記載の遠隔操作式排水栓装置において、前記スイッチガイド（８）と前
記接続管（２０）はねじによって螺合固定されることを特徴とする上記段落００１２に記
載の遠隔操作式排水栓装置である。
【００１５】
　本発明は、上記記載の遠隔操作式排水栓装置において、遠隔操作式排水栓装置を取り付
けた排水機器に、前記スイッチガイド（８）と接続管（２０）との固定又は固定解除を施
すための、作業窓を開口したことを特徴とする上記段落００１２乃至上記段落００１４の
いずれか一つに記載の遠隔操作式排水栓装置である。
【００１６】
　本発明は、上記記載の遠隔操作式排水栓装置において、前記作業窓を浴槽（Ｂ）に取り
付けられるエプロン部（２３）としたことを特徴とする上記段落００１５に記載の遠隔操
作式排水栓装置である。
【００１７】
本発明は、上記遠隔操作式排水栓装置の施工方法であって、施工前の状態では排水口から
引き出すことが出来るレリースワイヤの長さもごくわずかであって、チューブ管（６）が
接続された接続管（２０）を、スイッチガイド（８）の下端から軸方向上方に引き上げる
ことで、接続管（２０）をスイッチガイド（８）下端から上方に引き上げた分だけ排水栓
本体（１５）の排水口（３）から長く飛び出させてレリースワイヤ（７）端部の接続作業
を行い、接続管（２０）をスイッチガイド（８）の軸方向下方に引き下げて、スイッチガ
イド（８）と接続管（２０）とを、チューブ管（６）の接続管（２０）から挿通孔（２）
までの長さが施工に最低限必要となる長さとなる位置となるように接続固定して、遠隔操
作式排水栓装置の取り付けを完了することを特徴とする上記段落００１２乃至上記段落０
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０１６のいずれか１つに記載の遠隔操作式排水栓装置の施工方法である。
【発明の効果】
【００１８】
　本願発明の遠隔操作式排水栓装置は、以下の効果を奏する。
１．請求項１乃至請求項３に記載の本発明においては、操作部とチューブ管の接続箇所を
、スイッチガイドに対して軸方向に進退自在とした接続管において、遠隔操作式排水栓装
置の作動に適切となる長さ位置に固定可能としたので、レリースワイヤの排水口からの飛
び出し長さを、作業時に多少とも長くすることができるようになった。この為、レリース
ワイヤの無理な引っ張り等による損傷や挫屈が防止できるようになり、更にはレリースワ
イヤと弁支持部材の接続作業が非常に容易となった。
２．請求項４乃至請求項５に記載の本発明においては、浴槽に作業窓又はエプロン部を設
けたので、遠隔操作式排水栓装置の不具合発生時やメンテナンスの際、遠隔操作式排水栓
装置のメンテナンス作業が非常に容易となった。
【実施例】
【００１９】
以下に本発明の第１実施例を、図面を参照しつつ説明する。
図２又は図３に図示した操作部（５）を採用した本実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以
下に記載した排水栓本体（１５）、弁体（４）、弁支持部材（１６）、レリースワイヤ（
７）、操作部（５）、エルボ部材（１）、接続管（２０）、チューブ管（６）より構成さ
れてなる。
排水栓本体（１５）は、内部に排水口（３）を形成する略円筒形状であって、その外側面
に雄ねじを備えて成る。
弁体（４）は、上記排水口（３）を閉口する弁蓋（４ａ）と、該弁蓋（４ａ）の中心より
下方に向けて垂下された弁軸（４ｂ）より成る。
弁支持部材（１６）は、排水口（３）内に収納固定される部材であって、弁軸（４ｂ）を
収納するとともに、その後端にレリースワイヤ（７）を接続する軸受部（１７）を備えて
なり、該弁支持部材（１６）を介してレリースワイヤ（７）と弁体（４）が接続される。
レリースワイヤ（７）は、可撓性を備えた中空のアウターチューブ（７ａ）と、該アウタ
ーチューブ（７ａ）の内面を軸方向に滑動するインナーワイヤ（７ｂ）と、インナーワイ
ヤ（７ｂ）の一方の端部に備えられ、弁支持部材（１６）に接続された際に上記弁体（４
）の弁軸（４ｂ）の直下に配置されるピン部（図示せず）と、から成り、あそび長さがほ
とんど生じない構成となっている。
操作部（５）は、以下に記載するスイッチガイド（８）、操作ボタン（１８）、接続管（
２０）、及び機構部として前記段落０００２に記載したスラストロック部材（９）、から
成る。
スイッチガイド（８）は、図２又は図３に図示したように、取付孔に取付固定されて、円
筒形状にして内面に段部（８ａ）を備えてなり、更にその内部に、上方から順に操作ボタ
ン（１８）、レリースワイヤ（７）が接続されたスラストロック部材（９）、を収納して
なり、施工に最低限必要となる長さとしている。
また、外周面下端の円周面に沿って、後記する接続管（２０）と係合固定される、突起部
（２１）及び該突起部（２１）に取り付けられたＯリング（２２）が備えられている。
操作ボタン（１８）は、図２又は図３に図示したように、使用者がこれを手で押しこむこ
とによって、その駆動をレリースワイヤ（７）へ伝達するための部材であり、下部はスラ
ストロック部材（９）の動作軸（１０）に着脱自在に取り付けられる。
接続管（２０）は、図２又は図３に図示したように、円筒形状であって、一方の端部に後
記するチューブ管（６）が水密的に接続され、またチューブ管（６）が接続されない方の
端部内周面の円周面に沿って、前記したスイッチガイド（８）の突起部（２１）及びＯリ
ング（２２）と係合固定される、凹部（２０ａ）を備えている。また、該接続管（２０）
は、施工前の段階では前記スイッチガイド（８）の下端に凸設されている突起部（２１）
から上方に、スイッチガイド（８）に対して軸方向に進退自在に配置されている。また、
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接続管を上方に進行させた際にレリースワイヤの排水口からの飛び出し長さが長くなり、
接続管を下方に進行させた際にはレリースワイヤ（７）が遠隔操作式排水栓装置の作動に
適切となる長さ位置となる。
スラストロック部材（９）は、図２又は図３に図示したように、円筒形状の部材であって
、内部には機構部としての、動作軸（１０）と、該動作軸（１０）に固定された、鋸歯状
のカムリングからなる固定カムリング（１１）と、動作軸（１０）に回動及び昇降が自在
な状態に軸着された鋸歯状のカムリングからなる回転カムリング（１２）と、動作軸（１
０）、固定カムリング（１１）、回転カムリング（１２）、を収納して、内面に溝部及び
鋸歯状の傾斜壁（１３）を備えたケーシング部（１４）と、を組みこんでなる。
また、該スラストロック部材（９）は、レリースワイヤ（７）の進退動作の固定／固定加
除を行う部材であり、更に前記したレリースワイヤ（７）の操作部側端部に接続される。
エルボ部材（１）は、排水栓本体（１５）の雄ねじと螺合する雌ねじを設けた開口部、前
記排水口（３）から流れ込む排水を下水側に排出するための排出口（１９）、及びレリー
スワイヤ（７）を相通する挿通孔（２）を備えて成る。また、当該エルボ部材（１）は、
槽通孔（２）から開口部までの長さは、施工に最低限必要となる長さに設定されて成る。
チューブ管（６）は、筒状にして軸方向には剛性を、また側面方向には可撓性を備えた中
空の部材であって、一方の端部は前記接続管（２０）に、他端はエルボ部材（１）の挿通
孔（２）にそれぞれ水密的に接続されて施工に最低限必要となる長さとなるように連通し
、内部にはレリースワイヤ（７）が挿通されてなる。
【００２０】
上記のように構成した遠隔操作式排水栓装置を図１に図示した、作業窓としてのエプロン
部（２３）を備えた浴槽（Ｂ）に取り付ける場合、まず、浴槽（Ｂ）に設けた取着孔の周
縁を介して排水栓本体（１５）とエルボ部材（１）を螺合させ、取着孔に排水栓本体（１
５）を取り付ける。
次に、浴槽（Ｂ）上縁部に設けられた取付孔に、操作部（５）のスイッチガイド（８）を
取り付け固定し、更に前記エルボ部材（１）の挿通孔（２）と、チューブ管（６）の接続
管（２０）に接続されていない方の端部とを水密的に接続する。次レリースワイヤ（７）
とスラストロック部材（９）を接続させて、浴槽（Ｂ）の上方からスイッチガイド（８）
内にレリースワイヤ（７）を挿通させる。レリースワイヤ（７）に接続されたスラストロ
ック部材（９）をスイッチガイド（８）の段部（８ａ）上に係止するまで挿入すると、ピ
ン部（図示せず）は、接続管（２０）、チューブ管（６）、挿通孔（２）を介し、エルボ
部材（１）内に挿通される。尚、スイッチガイド（８）、チューブ管（６）、エルボ部材
（１）は、それぞれ施工に最低限必要となる長さを備え、レリースワイヤ（７）はあそび
長さがほとんど生じないよう設定されている。
更に浴槽（Ｂ）の上方側から、エルボ部材（１）内に配置しているレリースワイヤ（７）
のピン部（図示せず）を、排水口（３）を通してペンチなどで浴槽（Ｂ）側へ引き上げる
。このとき、レリースワイヤ（７）はあそび長さがほとんど生じないよう設定されている
ため、従来例と同じように、排水口から引き出すことが出来るレリースワイヤの長さもご
くわずかである。
その後、浴槽（Ｂ）のエプロン部（２３）を取り外し、浴槽（Ｂ）の外側面方向から、図
２に図示したように、チューブ管（６）が接続された接続管（２０）を、スイッチガイド
（８）の下端から軸方向上方に引き上げる。このとき、チューブ管（６）の接続管（２０
）から挿通孔（２）までの長さは、施工完了前の状態より接続管（２０）を引き上げた分
だけ短くなる。これに対してレリースワイヤ（７）はスイッチガイド（８）に接続され且
つあそび長さがほとんど生じないので、スイッチガイド（８）から挿通孔（２）までの長
さは変化せず、当然レリースワイヤ（７）はチューブ管（６）の接続管（２０）から挿通
孔（２）までの長さが短くなった長さだけ、すなわち接続管（２０）をスイッチガイド（
８）下端から上方に引き上げた分だけ排水栓本体（１５）の排水口（３）から飛び出すこ
ととなる。このとき、レリースワイヤ（７）の排水口（３）からの飛び出し長さを、作業
時に多少とも長くすることができるようになった。
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この状態より、レリースワイヤ（７）のピン部（図示せず）側の端部を弁支持部材（１６
）の軸受部（１７）下端に接続させる。
その際、必要であれば、レリースワイヤ（７）のピン部を、排水口（３）を通してペンチ
などで浴槽（Ｂ）側へ引き上げても良い。
レリースワイヤ（７）の排水口（３）からの飛び出し長さを、作業時に多少とも長くする
ことができるようになったので、レリースワイヤの無理な引っ張り等による損傷や挫屈が
防止できるようになり、更にはレリースワイヤと弁支持部材の接続作業が非常に容易とな
った。
その後、図３に図示したように、前記接続管（２０）をスイッチガイド（８）の軸方向下
方に引き下げて、前記スイッチガイド（８）の突起部（２１）及びＯリング（２２）に、
前記接続管（２０）の凹部（２０ａ）を弾性的に係合固定させることで、チューブ管（６
）の接続管（２０）から挿通孔（２）までの長さは、遠隔操作式排水栓装置の作動に適切
な長さになる。スイッチガイド（８）に接続され且つあそび長さがほとんど生じないレリ
ースワイヤ（７）の排水口（３）からの飛び出しは遠隔操作式排水栓装置の作動に適切な
長さになり、スイッチガイド（８）と接続管（２０）の接続が完了する。
更に、弁体（４）の弁軸（４ｂ）を弁支持部材（１６）の軸受部（１７）内に収納して、
レリースワイヤ（７）のピン部（図示せず）が弁体（４）の直下となるように配置させ、
最終的にはエプロン部（２３）を浴槽（Ｂ）に取り付けて遠隔操作式排水栓装置の取り付
けが完了する。
【００２１】
　また、第１実施例の遠隔操作式排水栓装置は、前記段落０００４に記載した従来例と同
様の方法によって使用することができる。
【００２２】
　また、本願発明は上記実施例に限定されるものではなく、請求項の範囲内において適宜
変更可能である。
例えば、機構部の動作軸（１０）とインナーワイヤ（７ｂ）とを別体構造としても構わな
い。この方法によれば機構部の不具合発生時などに、機構部のみの取り替えだけで済むと
いうメリットがある。
【００２３】
　また、第１実施例においては、接続管（２０）とスイッチガイド（８）の接続を、弾性
的な係合によって接続しているが、図４に示したようにねじによる螺合によって接続して
も構わない。
【００２４】
　また、第１実施例においては、遠隔操作式排水栓装置の外側面方向からスイッチガイド
（８）と接続管（２０）との施工を行うために浴槽（Ｂ）のエプロン部（２３）を取り外
すことで遠隔操作式排水栓装置の側面を露出させていたが、本発明は上記方法に限定され
るものではなく、単純に作業を行うためだけの作業窓を浴槽（Ｂ）の側面に設けた構成と
しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】遠隔操作式排水栓装置を採用した浴槽の断面図である。
【図２】施工時における第１実施例の遠隔操作式排水栓装置の、接続管を引き上げた際の
操作部を示す要部断面図である。
【図３】施工時における第１実施例の遠隔操作式排水栓装置の、接続管をスイッチガイド
に係合固定した際の操作部を示す要部断面図である。
【図４】その他の実施例を示す断面図である。
【図５】従来例の遠隔操作式排水栓装置の、操作部を示す要部断面図である。
【符号の説明】
【００２６】
１　　　エルボ部材　　　　　　　　　２　　　挿通孔
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３　　　排水口　　　　　　　　　　　４　　　弁体
４ａ　　弁蓋　　　　　　　　　　　　４ｂ　　弁軸
５　　　操作部　　　　　　　　　　　６　　　チューブ管
７　　　レリースワイヤ　　　　　　　７ａ　　アウターチューブ
７ｂ　　インナーワイヤ　　　　　　　８　　　スイッチガイド
８ａ　　段部　　　　　　　　　　　　９　　　スラストロック部材
１０　　動作軸　　　　　　　　　　　１１　　固定カムリング
１２　　回転カムリング　　　　　　　１３　　傾斜壁
１４　　ケーシング部　　　　　　　　１５　　排水栓本体
１６　　弁支持部材　　　　　　　　　１７　　軸受部
１８　　操作ボタン　　　　　　　　　１９　　排出口
２０　　接続管　　　　　　　　　　　２０ａ　凹部
２１　　突起部　　　　　　　　　　　２２　　Ｏリング
２３　　エプロン部　　　　　　　　　Ｂ　　　浴槽

【図１】 【図２】
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【図５】
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